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お
知
ら
せ

　数年前から、市内でアライグ
マの目撃情報が寄せられており、
その件数が年々増加しています。
このアライグマはペットとして
飼われていたものが、野生化し
て増殖したものです。特徴は、
指が５本で尾が縞模様になって
います。（写真参照）
　アライグマは、地域固有の生
態系などに影響を及ぼす恐れが
あるとされ、平成１７年６月に
特定外来生物に指定されていま
す。そのため、個人でペットと
して飼うことができません。ま
た、性質が攻撃的で凶暴なため、
触れるとけがをする恐れがあり
ますのでご注意ください。
　お問い合わせは右記のとおり
です。

　５月３０日はごみゼロの日、６月５日は環境の
日です。全国各地でさまざまなイベントが開催さ
れますが、市では５月３０日から６月５日の１週
間を不法投棄監視ウィークとし、不法投棄禁止
啓発活動や街頭宣伝活動を実施し、不法投棄の禁
止を呼びかけていきます。市民一人ひとりが不法
投棄を撲滅するよう皆さんのご協力をお願いしま
す。
　ごみの不法投棄は犯罪です。
　ごみを不法投棄した人は５年以下の懲役もしく
は１，０００万円以下の罰金などに処されます。
　
　【問い合わせ】
　　本庁環境政策課　☎２２－９６３７　
　　本庁清掃事業課　☎２０－１０５０
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アライグマにご注意ください

不法投棄の撲滅を目指して

不法投棄
　　監視ウィーク

【見かけた場合】
本庁環境政策課
☎２２－９６３７
および各支所住民課
【捕獲が必要な場合】　　
本庁農林振興課
☎２２－９６６５
および各支所産業建設課
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